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検体採取及び調査について 

 患者の方へのお願い  

 

 

麻しんや風しんをなくすには、予防接種を受けることや治療すること、さら

に、麻しんや風しんにかかった方を早期に確認し、感染拡大防止に努めること

が重要です。 

 そこで県では、麻しん又は風しんの患者（疑い患者も含む。）の方に御協力い

ただき、ウイルスの検査を実施することとしました。 

 体調が思わしくないところ大変申し訳ありませんが、検体の採取につきまし

て御協力くださいますようお願いいたします。 

提供していただいた検体は、栃木県保健環境センターで麻しん・風しんウイ

ルス検査のみに使用し、他の目的には使用しないことを確約いたします。 

 また、感染拡大防止の観点から、別途県の健康福祉センター（保健所）の職

員が患者の方の行動や接触者について、おたずねする場合がありますので御了

承ください。 

 なお、御協力いただいた調査結果・検査結果における個人情報の保護には十

分留意いたします。 

 

 

※提供いただきたい検体について 

 尿・血液・咽頭ぬぐい液の検体採取にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

栃木県保健福祉部感染症・疾病対策課 

 

 

 

 


